
 

 

物 品 賃 貸 借 契 約 標 準 約 款 
 

この標準約款は、国立研究開発法人海洋研究開発機構（以下、「甲」という。）と契約相手方（以下、
「乙」という。）の物品賃貸借契約に適用する。 
但し、個別契約書又は請書及び発注書（以下、「契約書等」という。）に個別に取り決められている場

合は、契約書等の文言が優先する。 
 
（総則） 
第１条 乙は、本契約及び仕様書基づき、本契約に定める賃貸借期間において、乙の所有物である物品を甲の使

用に供するものとし、甲は、乙にその代金を支払うものとする。 
 
（債権譲渡及び契約上の地位の移転の禁止等） 
第２条 乙は、甲の事前の書面による承認を受けないで、本契約上の地位の全部又は一部並びに本契約

によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡若しくは継承せしめ又は担保に供すること（以下、
「譲渡等」という。）をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限
りではない。 

（１）信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令（昭和 25 年政令第 350 号）第１条の３に
規定する金融機関に対して譲渡する場合。 

（２）譲渡等の相手方である第三者に対して、予め、本条に定める譲渡制限特約の存在及び内
容を書面により通知し、かつ、その書面の原本証明付き写しを甲に交付した場合。 

  ２ 甲及び乙は、前項（２）号の規定が、当該債権譲渡の有効性について甲が異議を述べることを
放棄したものではないことを確認する。 

 
（経済情勢等による変更） 
第３条 本契約期間中に経済情勢の変動その他異常な事態の発生により、契約金額が著しく不適当であると認め

られるに至ったときは、甲、乙協議のうえ契約金額を変更することができるものとする。 
 
（物品の引渡し） 
第４条 乙は、所定の設置場所において賃貸借期間の開始までに、物品を使用に適する状態で甲へ引き

渡さなければならない。 
２  甲は、乙から物品が引き渡されたときは、速やかに物品が使用に適する状態であるか検査する

ものとし、甲が合格と認めてその旨の通知を発した時（検査時における口頭による方法を含む。）
をもって引渡しが完了するものとする。 

３  前項の検査の結果、物品の全部又は一部に使用に適さない状態が認められた場合は、乙は、直
ちに当該物品を引き取り、甲の指定する日までに、甲の選択に従い、代品の納入、当該物品の交
換、修理又は部品の交換を無償で実施しなければならない。 

 
（物品の管理） 
第５条 甲は、善良な管理者の注意をもって物品を管理しなければならない。 
 
（物品の現状変更） 
第６条 甲は、物品の設置場所の変更又は改造等現状の変更を行う場合は、事前に乙の承認を得なければなら

ない。 
 
（物品の故障） 
第７条 甲は、賃貸借開始後に、物品に故障が発生し、使用に支障があると認めたときは、乙と協議の上、乙に

対して代品の納入、当該物品の交換、修理又は部品の交換を求めることができるものとする。 
 
（代金の支払） 
第８条 甲は、契約期間終了後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払う

ものとする。 
２  乙は、前項の規定に拘らず、賃貸借の開始後直ちに前金により支払請求することができるものとする。

この場合、第１項の規定を準用する。 
 
（代金の支払遅延利息） 
第９条 甲が、その責に帰すべき事由により前条の期日内に代金を支払わないときには、甲は、乙に対

して、期日満了の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対して民法（明治
29 年法律第 89 号、平成 29 年法律第 44 号による改正後のもの。以下同様とする。）第 404 条で
定める法定利率の割合（うるう年の日を含む期間であっても、365 日当たりの割合とする。）で



 

計算した額を、遅延利息として支払うものとする。 
２  甲は前項の規定により計算した遅延利息の金額が 1,000 円未満であるときは、乙に遅延利息を

支払わないものとし、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとす
る 

 
（賃貸借開始の延期） 
第 10 条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し難い事由により、所定の賃貸借期間の開始日までに、使

用に適する状態で物品を甲に引き渡すことができない場合は、甲に対してその事由を詳記した書
面により、賃貸借開始の延期を請求することができる。この場合、甲は、その請求が相当と認め
られるときは、これを承認するものとする。 

２  前項による場合のほか、乙が賃貸借開始の延期を願い出た場合において、その願い出に相当性
が認められ、かつ、甲が差しつかえないと認める期日までに賃貸借を開始する見込があるときは、
甲は、賃貸借開始の延期を承認することができる。 

 
（履行遅滞金等） 
第 11 条 乙は、所定の賃貸借期間の開始日までに物品の引渡しを完了しなかった場合には、前条第 1

項による場合を除いて、甲に対して、賃貸借期間の開始日から起算して引渡しを完了した日まで
遅滞１日につき、引渡し未了物品の賃貸借代金の総額に対して年５％の割合（うるう年の日を含
む期間であっても、365 日当たりの割合とする。）で計算した額を、最低遅滞金として支払わな
ければならない。ただし、甲に生じた損害の額が上記遅滞金の額を超えるときは、甲は乙に対し
て、上記遅滞金に加えて、その超過額に相当する損害の賠償を請求することができる。 

２  前項の遅滞金の金額が 1,000 円未満であるときは、これを徴収しないものとし、その額に 100 円
未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 

 
（甲の解除権） 
第 12 条 乙が、次の各号に該当する場合において、甲が２週間以上の期間を定めて当該状態の治癒を

乙に書面で求めたにもかかわらず、乙が当該状態を治癒しない場合、甲は、本契約の全部又は一
部を解除することができる。 
（１）正当な理由なく所定の賃貸借期間の開始までに、物品の引渡しを完了せずに、又は引渡

しを完了する見込みがないと甲が認めた場合 
（２）乙が第４条に規定する甲の行う検査を妨げ、又は妨げようとした場合 
（３）前２号のほか乙が、本契約条項に違反したと甲が認めた場合 

２  前項の規定にかかわらず、乙に本項各号に定める事由が生じた場合には、甲は、何らの催告を
要することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 
（１）乙が破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算その他これらに類する法

的整理手続開始の申立てを行った場合 
（２）乙の資産について仮差押え、保全差押え若しくは差押えの申立てがあった場合 
（３）乙が公租公課の滞納処分を受けた場合 
（４）乙が監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき 
（５）乙が支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は乙の手形若しくは小切手が不

渡りとなったとき 
（６）乙が解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき又は、合併、会社分割、株式

交換、株式移転、事業の全部又は一部の譲渡等の組織に関する重大な変更が生じた場合又
は株主を全議決権の３分の１を超えて変動させる等、支配権に実質的な変動が生じたとき、
又は、これらについて生じる具体的なおそれが生じたとき 

（７）乙が第21条（反社会的勢力の排除）又は第22条（談合等の不正行為に係る違約金等）の
いずれかに該当する事由が認められるとき 

（８）乙が解約を申し出たとき（第14条に基づく場合を除く） 
（９）民法第542条第１項各号又は同条第２項各号のいずれかに該当する事由が認められるとき

（この場合、民法第543条の規定は甲乙双方に帰責事由が存在する場合には適用しないもの
とする。）。 

（10）乙が本契約第２条（１）又は（２）の規定に基づくことなく、第三者に対して、本契約
によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡若しくは継承せしめ又は担保に供したとき 

 
（通知義務） 
第 13 条 乙は、次の各号に定める事由が生じ、又は生じるおそれがある場合には、速やかに甲に対し

てその旨を通知しなければならない。 
（１）合併、会社分割、株式交換、株式移転等の組織に関する重大な変更 
（２）事業の全部又は一部の譲渡 



 

（３）株主を全議決権の３分の１を超えて変動させる等、支配権の実質的な変動 
（４）本店所在地、商号、代表者等の変更 
（５）資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれ

があると認められるとき 
 ２  甲は、物品の盗難、滅失及び毀損等の事故が発生したときは、速やかに乙に対してその旨を通

知するものとする。 
 
（乙の解除権） 
第 14 条 乙は、次の各号に該当する場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

（１）甲が故意又は重大な過失によって物品を損傷した場合 
（２）甲が第６条に違反した場合 

２  甲及び乙は、前項の規定により乙が契約を解除したことにより甲及び乙のいずれかに損害が生
じたときは、甲、乙の協議により損害発生について責任を負う当事者は、同協議によって定めら
れた金額を損害賠償金として、相手方に支払うものとする。 

 
（前払金の精算） 
第 15 条 乙は第 12 条及び第 14 条第 1 項により本契約が解除になった場合、第８条第２項に基づき受

領した前払金があるときは、精算のうえ甲に返納しなければならない。 
 
（契約解除に伴う違約金等） 
第 16 条 甲は、第 12 条により契約を解除した場合は、解除部分に相当する代価の 100 分の 10 の額を

最低違約金として、乙に請求することができる。ただし、甲に生じた損害の額が違約金の額を超
えるときは、甲は乙に対して、上記違約金に加えて、その超過額に相当する損害の賠償を請求す
ることができる。 

 
（物品の返還） 
第 17 条 甲は、本契約が期間満了又は、契約解除等により終了したときは、乙に対し物品を返還する旨を速や

かに通知するものとする。 
 ２ 乙は、前項の通知を受けたときは速やかに物品を引き取らなければならない。 
 
（支払金額の相殺） 
第 18 条 本契約により甲が乙から徴収する金額について、弁済期が到来している場合には、甲は、当

該金額と甲が乙に支払う金額とを対当額にて相殺することができる。 
 
（秘密の保持） 
第 19 条 本契約において、「秘密情報」とは、本契約に基づく業務遂行のために甲乙間で開示される営

業上又は技術上有用な情報であって、情報を開示する当事者が、相手方に対し、秘密として指定
したもの（以下「秘密情報」という。）をいう。 

２  甲及び乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。 
３  甲及び乙は、秘密情報に接する必要のある役員、従業員に、本契約に定める秘密保持義務の内

容を遵守させなければならない。 
４  甲及び乙が、相手方から受領した秘密情報を第三者に開示する場合は、事前に、相手方の書面

による承諾を受けなければならない。 
５  甲及び乙は、相手方から受領した秘密情報を、業務遂行に必要な範囲内でのみ使用することが

でき、他の目的のために使用してはならない。 
６  次の各号のいずれか一つに該当する情報は、秘密保持義務の対象としない。 

（１）相手方から開示された時点で、開示を受けた者が既に保有していた情報 
（２）開示を受けた者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 
（３）開示を受けた者が、相手方から提供を受けた情報によることなく、独自に開発した情報 
（４）開示を受けた者が相手方から開示を受けた時点で公知であったか、又は相手方から開示

を受けた後、開示を受けた者が本契約に違反することなく公知となった情報 
（５）開示を受けた者が法令その他の規定に基づき官公庁から開示を求められた情報、又は、

甲が主務官庁から本契約に関連して説明を求められた場合において当該説明をなすために
必要とされる情報 

７  前項（５）の規定に基づき秘密情報を開示する場合といえども、開示を受けた者が秘密情報を
開示する際には、開示を求められた情報に直接関連しない部分はマスキングを施すなど適切な措
置をとるものとし、相手方に与える影響が最小限度にとどまるよう合理的な措置をとるものとす
る。 

８  甲は、本契約の目的、性質に応じて、甲が合理性を示した上で必要と認めるときは、秘密情報



 

の取扱いに関する特約を付することを求めることができるものとする。この場合、乙は、合理的
理由なくして特約の締結を拒絶することはできないものとする。 

９  本契約に定める秘密保持義務は、本契約終了後においても存続する。 
 

（個人情報の取扱い） 
第 20 条 乙は、本契約を履行するにあたって甲から取扱いを委託された個人情報等については、「個人

情報等の取扱いに関する特約条項」に定めるところに従い、取り扱うものとする。 
 
（反社会的勢力の排除） 
第 21 条 甲及び乙は、次に定める各事項を相手方に対して表明し、保証するものとする。  

イ 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若
しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防
止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規
定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）ではないこと。 

ロ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経
営に実質的に関与していないこと。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を
もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしないこと。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある
いは積極的に暴力団の維持、運営に協力せず、若しくは関与しないこと。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 
ヘ 資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当

することを知りながら、当該者と契約を締結しないこと。 
 
(談合等の不正行為に係る違約金等) 
第 22 条 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の 100 分の 10 に相当する

額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 
（１）乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号以下「独

占禁止法」という｡）第３条又は第 19 条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団
体が同法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙が構成員
である事業者団体に対して、同法第 49 条第１項に規定する排除措置命令又は同法第 62 条
第１項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第 19 条の
規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第２条第９項の規定に基づく不公正な取
引方法（昭和 57 年公正取引委員会告示第 15 号）第６項に規定する不当廉売の場合など甲
に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、
この限りでない。 

（２）公正取引委員会が乙に対して独占禁止法第７条の４第 7 項又は第 7 条の７第 3 項の規定
による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

（３）乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）が刑法（明治 40 年法律第 45 号）
第 96 条の 6又は独占禁止法第 89 条第１項若しくは第 95 条第１項第１号の規定による刑が
確定したとき。 

２  前項の規定は甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過
分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

３  乙は、本契約に関して、第１項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該
処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 

 
 
（契約に関する紛争の解決） 
第 23 条 本契約について、甲、乙間に紛争を生じたときは、両者の協議により決定した者に裁定を依

頼し、その裁定により処理するものとし、協議が整わない場合には、その訴額に応じ、東京地方
裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 
（契約外の事項） 
第24条 本契約に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議のうえ別途定めるものとする。 
 

以上 
 
 

 



個人情報等の取扱いに関する特約条項 

一般条項第 20 条に規定する個人情報等の取扱いに関する特約条項を次のとおり定める。 

（個人情報の保護） 
第１条 乙は、本契約を履行するにあたって個人情報及び特定個人情報（乙が取得し、又は取得しよう

としている個人情報を含む。以下「個人情報等」という。）を取り扱う場合は、個人情報等の保護
に関する法令を遵守し、又はその趣旨を尊重して、個人情報等を適切に取り扱わなければならない。 

（定義） 
第２条 本特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 
（１）個人情報 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条第１項に規定する個

人情報をいう。 
（２）特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号）第２条第９項に規定する特定個人情報をいう。 

（秘密保持） 
第３条 乙は、本契約による業務に関して知り得た個人情報等の内容をみだりに第三者に漏らし、又は

不当に使用してはならない。本契約が終了後においても同様とする。ただし、公知公用となる情報
については適用の対象外とする。 

（目的外利用等の禁止） 
第４条 乙は、個人情報等を本契約の目的の範囲内でのみ使用する。

（利用の制限） 
第５条 乙は、個人情報等を第三者に提供・開示・漏洩してはならない。

（安全管理体制） 
第６条 乙は、個人情報等の取扱いに係る個人情報保護管理責任者、現場管理監督者及び個人情報等の

取扱者（以下、現場管理監督者及び個人情報等の取扱者をあわせて「従事者等」という。）を定め
るとともに、管理体制等を個人情報保護管理体制等報告書により甲に報告しなければならない。 

２   個人情報保護管理責任者は、個人情報等の適切な管理及び安全管理を図るとともに、本特約に
定める事項を適切に実施するよう従事者等を監督しなければならない。 

３   従事者等は、個人情報保護管理責任者の指示に従い、本特約に定める事項を遵守しなければな
らない。 

４ 乙は、個人情報保護管理責任者及び従事者等に対して、適切な個人情報等の保護に関する教育
を実施しなければならない。 

５ 乙は、第１項から前項までについて、甲から求めがあったときは、その実施状況を報告しなけれ
ばならない。 

（再委託の制限） 
第７条 乙は、個人情報等の処理を自ら行い、甲が承諾した場合を除き、第三者（第三者が委託先の子

会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）である
場合を含む。以下、本条において「再委託先」という。）にその処理を委託してはならない。 

２ 乙は、再委託することが必要なときは、再委託承諾申請書により、甲に申請し、事前にその承諾
を得なければならない。 

３ 乙は、前項の規定により甲の承諾を得て個人情報等の取扱いに係る業務を再委託しようとする場
合には、再委託先に本特約と同等の義務を課した契約を書面又は電磁的方法により締結するものと
する。 

４ 乙は、再委託先に本特約の内容を遵守させるとともに、甲に対して再委託先のすべての行為及び
その結果について責任を負うものとする。 

５ 第１項から前項までの規定は、再委託先が再再委託を行う場合以降も同様とする。 

（複写又は複製の制限） 
第８条 乙は、甲の承諾なくして、個人情報等が記載され又は記録された書面若しくは記録媒体を複写

又は複製をしてはならない。 



 

（保管等） 
第９条 乙は、個人情報等の保管又は管理について、安全管理上必要な措置を講じ、個人情報等の漏洩、

滅失又は毀損等の事故を防止しなければならない。 
 
（契約終了時の処置） 
第 10 条 乙は、本契約が終了した場合には、甲の指示により個人情報等を返却又は廃棄しなければな

らない。 
２ 乙は、前項による返却又は廃棄の処置結果について、個人情報消去・廃棄等報告書により甲に報
告しなければならない。 

 
（検査） 
第 11 条 甲が必要と認めるときは、甲は書面又は乙の事務所に立ち入り、個人情報等の取扱状況につ

き検査を行うことができる。 
２ 前項による検査の結果、個人情報等の取扱状況が望ましくない場合には、甲は乙に対し改善を要
求することができる。また、乙はこれに従って速やかに改善策を講じなければならない。 

 
（漏えい時等の対応） 
第 12 条 乙は、個人情報等の漏えい、滅失又は毀損等の事故が発生した場合又は発生したおそれがあ

る場合は、直ちに甲に報告するとともに、その指示に従わなければならない。この場合において、
甲及び乙は、事故の拡大又は再発を防止するための必要な措置を講じなければならない。 

２ 前項の報告義務は、本契約が終了した後も同様とする。 
 
（損害賠償及び契約解除） 
第 13 条 乙は、その責に帰すべき事由により第１条から前条までの規定に違反し、又は個人情報等の

漏えい、滅失若しくは毀損等の事故により、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償
しなければならない。 

２ 甲は、乙が本特約に規定される義務を遵守しなかった場合には、乙に対する事前の通知がなくと
も、直ちに、本契約を解約又は解除することができる。 

  
以 上 

  



 

別記様式１（第６条関係） 
令和  年  月  日 

個人情報保護管理体制等報告書 
 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 御中 
 
                  法人名             
                  個人情報保護管理責任者 
              氏名                  印 
 
令和  年  月  日発注番号      号をもって受注した下記契約に関する業務に係る個

人情報等の管理体制等を報告します。 
記 

契約件名  

契約期間  

取扱いに係る業務の委託を受けた
個人情報等（ファイル） 

ⅰ情報の名称：  
ⅱ媒体：  
ⅲ件数・数量：  
ⅳ要配慮個人情報の有無：□有 □無 

本件終了時の措置（消去・廃棄等
の手段※１） 
 
 

 
※1 消去・廃棄等の手段について 
◆電子媒体である場合は、専用のデータ削除ソフトウェアに
より当該ファイルを削除するか、該当の個人情報部分を消
去する。 

◆社内共有サーバ等に一時保管したデータについてもコンソ
ールから必要なデータを他のストレージに待避してからデ
ータ消去を行うなど、確実な方法で処理を行う。 

◆書類である場合は、復元できない程度に裁断をするシュレ
ッダーや溶解処理で削除する。 

個人情報保護管理責任者 役職  
氏名  

現場管理監督者 
 

事業所     
役職  
氏名 

個人情報等の取扱者 
 

事業所    
役職  
氏名  

個人情報等の具体的な利用目
的・方法および頻度 
 

ⅰ利用目的（例：「シンポジウム参加者リスト作成・会場案内」、「シ
ステム改修のデータ検証」、等） 
 
ⅱ方法・頻度（受付の都度、システム検証時、試験実施時、週５日、
月１～２日等） 

第三者委託に関する事項 
（無、有のいずれかにチェック
し、「有」の場合は、承諾の状況
にもチェックを入れてくださ
い。） 
 

□無／□有  
第三者委託（再委託）の承諾の状況： 

□得ている／□得ていない※２ 

※２ 機構からの再委託の承諾を得ていない場合、再委託は
行えない（「個人情報等の取扱いに関する特約条項第７条」。
別途、「再委託承諾願」を提出し承諾を求めること。） 

その他連絡事項  

※３ 各項目について書ききれないときは、別紙添付                
以 上 

  



 

別記様式２（第７条関係）  
 令和  年  月  日 

 
再委託承諾申請書 

 
国立研究開発法人海洋研究開発機構 御中 
 

法人名              
氏 名           印 

 
下記１．の契約において受託した業務の一部を下記の通り再委託※１をしたく承認願います。なお、申

請内容に変更が生じた場合は、速やかに再申請いたします。 
 

記 
１．契約の内容 

（１）契約件名  
（２）契約期間 令和  年  月  日～ 令和  年  月  日 

 
２．再委託の内容： 

（１）業務内容 
 

（２）再委託によって取り扱わせる個人情報等： 
①（情報の名称：                           ） 
（媒体： ）（件数・数量：      ） 
（要配慮個人情報の有無：□有 □無） 

②（情報の名称：                           ） 
（媒体： ）（件数・数量：      ） 
（要配慮個人情報の有無：□有 □無） 

 
（３）再委託を行う理由・必要性： 

 
３．再委託先： 
 
４．再委託先との個人情報保護契約締結状況： 
 

※１ 再委託先が委託先の子会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 2 条第 1項第 3 号に規定す
る子会社をいう。）である場合も含む。三次委託先、及び四次以降の再委託先に本件業務を
再委託する場合も、委託元が本様式にて同様に確認する。 

 

以 上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

別記様式３（第１０条関係） 
令和  年  月  日 

 
個人情報消去・廃棄等報告書 

 
国立研究開発法人海洋研究開発機構 御中 

法人名          
個人情報保護管理責任者 
氏名               印 

 
標記の件、下記のとおり情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で廃棄したこと

を報告いたします。 
 

記 

１.対象 

契約件名  

契約期間  

取扱いに係る業務の委託を受けた
個人情報等（ファイル） 

ⅰ情報の名称：  
ⅱ媒体：  
ⅲ件数・数量：  
ⅳ要配慮個人情報の有無：□有 □無 

２.処置結果 

消去・廃棄等した日  

本件終了時の措置（消去・廃棄等
の手段※１） 

 
 

※1 消去・廃棄等の手段について 
◆電子媒体である場合は、専用のデータ削除ソフトウェアに
より当該ファイルを削除するか、該当の個人情報部分を消去
する。 

◆社内共有サーバ等に一時保管したデータについてもコンソ
ールから必要なデータを他のストレージに待避してからデ
ータ消去を行うなど、確実な方法で処理を行う。 

◆書類である場合は、復元できない程度に裁断をするシュレ
ッダーや溶解処理で削除する。 

消去・廃棄した個人情報等（ファ
イル） 

 

第三者委託の有無 
（無、有のいずれかにチェック
し、「有」の場合は、弊機構の再
委託の承諾の状況にもチェック
を入れる。） 

□無／□有  
第三者委託（再委託）の承諾の状況： 

□得ている／□得ていない※２ 
※２ 契約書等で個人情報取扱業務の再委託を行おうとする
場合に書面による事前承諾が必要となっているにもかかわ
らず、機構から再委託の承諾を得ていない場合、再委託は行
えない。別途、「再委託承諾申請書」を提出し承諾を求める
こと。） 

第三者における本件終了時の処
置確認結果※３ 

 
※３ 再委託先における消去・廃棄した日、消去・廃棄した
個人情報等（ファイル）、第三者委託の有無（再々委託以降
先の確認結果も同様に貴法人から報告すること。）について
記入すること。 

その他連絡事項  

※４ 各項目について書ききれないときは、別紙添付。 
以 上 


